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蘭越町教育委員会会議録 

会 議 概 要 

発言者 発言内容等 

 

 

西澤委員 

 

 

 

西澤委員 

 

 

西澤委員 

 

 

委員一同 

 

【 開 会 】 

 

小林教育長が不在のため、本会議は私の方で仕切らせていただきます。 

ただいまの出席委員は、４名であります。これより令和５年第１２回蘭越町教

育委員会会議を開催いたします。ただちに本日の会議を開きます。 

 

日程第１、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、会議規則に

より宮武委員を指名いたします。 

 

日程第２「会期の決定について」を議題といたします。お諮りします。本日一

日間と決定したいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（※異議なしの声） 

 

会議名称 令和５年 第１２回 蘭越町教育委員会会議 

開催日時 令和５年１２月２１日（木） 午後４時３０分開会 午後５時１５分閉会 

開催場所 蘭越町役場庁舎３階会議室 

出席委員 委員  西澤 雅明（職務代理者） 

委員  髙橋 浩之 

委員  宮武 かおり 

委員  安田 智恵子 

欠席委員等 教育長 小林 俊也 

事務局出席者 教育次長       梅本 聖孝 

学務課主幹      山本 和教（記録員） 

生涯学習課主幹    上坊寺 一夫 

スポーツ課主幹    滝口 和則 

給食センター長    屋敷 広美 

花一会図書館副館長  小林 勝司 

会議録署名委員 委員 宮武 かおり 

会議議題 

 

１ 会議録署名委員の指名について 

２ 会期の決定について 

３ 一般業務報告 

４ 令和５年度要保護・準要保護児童生徒の認定について 

５ 蘭越町立学校管理規則の一部を改正する規則（案）について 

６ 教育委員会の当面のスケジュールについて 
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西澤委員 

 

 

西澤委員 

 

各主幹 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

 

西澤委員 

 

 

 

教育次長 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

ご異議なしと認めます。よって、本日一日間といたします。 

それでは、議事に入ります。 

 

日程第３「一般業務報告について」を議題とします。事務局より報告願います。 

 

（※担当する所管業務報告を読み上げ、内容説明） 

 

事務局から報告がありましたが、質疑等ございませんか。 

 

給食センターのボイラー等は、毎回、点検を行っていただいておりますが、整

備から何年も経過し経年劣化していることと思います。日頃からの点検をよろし

くお願いいたします。 

 

他に無いようでしたら、一般業務報告を終了します。 

 

次の、日程４、「認定第１号、令和５年度要保護・準要保護児童生徒の認定につ

いて」ですが、この内容は、個人情報等の取り扱いに関わることでありますので、

今回の教育委員会での議事を『秘密会』とすることを発議いたします。 

 本件を『秘密会』とすることについて、反対、または賛成の討論はございます

か。 

 

 （※討論なしの声） 

 

なければ、本件を『秘密会』とすることにご異議ありませんか。 

 

 （※異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よって、本件を『秘密会』といたします。 

 

※日程４ 認定第１号「令和５年度要保護・準要保護児童生徒の認定について」 

は『秘密会』 

 

 日程第５ 

議案第１号、｢蘭越町立学校管理規則の一部を改正する規則（案）について｣を

議題とします。事務局説明願います。 

 

（※議案を読み上げ、内容説明） 

 

 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 確認させてください。前回の会議において夏季休業を５日間延ばすというお話
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教育次長 

 

 

 

 

 

 

髙橋委員 

 

 

教育次長 

 

 

 

髙橋委員 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

西澤委員 

 

 

教育次長 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

 

 

委員一同 

がありましたが、夏季休業と冬季休業の日数を合計して５０日以内にするという

事でしょうか。 

 

 北海道の道立学校につきましては最大５６日間以内としており、それぞれの学

校の判断になります。本町につきましては、夏休みを伸ばし冬休みをそのままの

日数とすると、授業日数の確保に懸念が出てきます。その理由といたしましては、

冬期間の悪天候による休校や感染症の流行による学校閉鎖などが挙げられます。

授業時数の確保を観点とし、長期休業の合計日数を従来どおりとしたいというこ

とで、今回、提案させていただきました。 

 

 各校の校長先生の裁量により、規則の範囲内で休業する日数を決定できるとい

うことですか。 

 

 規定上はそのようになりますが、スクールバスや給食の関係もありますので、

現実には小学校、中学校、高校を含めて学校間で相談し決定することになると思

います。 

 

 今年は酷暑でしたが、冷夏の年もあります。事前に長期休業期間を決めてしま

うと支障がでることもあるかと思います。年によってその期間を変更することは

できるのでしょうか。 

 

 規定上はできますが、実際には難しいと思います。学校では年間の行事予定を

あらかじめ作成します。そのため夏になってから夏季休業の期間を変更すること

は難しいと思います。高橋委員が懸念されているとおり、空振りになることもあ

ると思います。 

 

 長期休業の日数については、前回の会議でも話題となりました。北海道の冬は

長いので心配しております。 

 

 西澤委員のおっしゃるとおり天候や感染症の心配はあります。しかし、授業時

数の確保も重要であります。 

 

 他にありませんか。 

 

 （※質疑なしの声） 

 

 以上で質疑を打ち切ります。それでは議案第１号｢蘭越町立学校管理規則の一

部を改正する規則（案）について｣は提案のとおり承認することに異議ございませ

んか。 

 

 （※質疑なしの声） 
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西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 

学務課主幹 

 

生涯学習課主幹 

 

スポーツ課主幹 

 

 

 

西澤委員 

 

 

 

 

西澤委員 

 

学務課主幹 

 

西澤委員 

 

西澤委員 

 

 

学務課主幹 

 

 

 

 

 異議なしと認め「議案第１号」をそのように決します。 

 

 日程第６ 

協議第１号「教育委員会の当面のスケジュールについて」を議題とします。 

「１．行事予定について」説明願います。 

 

 （※議案を読み上げ、内容説明） 

 

 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

 （※質疑なしの声） 

 

次に、「２．各課の主な事務事業について」事務局から何かございますか。 

 

 （※スクールバス置き去り防止安全装置の整備進捗状況を報告） 

 

 （※町民センターらぶちゃんホールの年末年始休館日周知） 

 

  ※総合体育館の年末年始の休館日周知 

  ※スキー教室、スポーツクラブ、ジュニアクロスカントリー大会、スキー 

級別テスト周知 

 

次に、「３．第１回教育委員会会議の開催について」を議題といたします。事

務局より説明願います。 

※学務課主幹が開催日時を提案 

次回開催予定日：１月３０日火曜日 午後４時００分開始に決定 

 

その他、事務局から何かありませんか。 

 

（※秘密会とした付議事件係る議案資料の回収について依頼） 

 

委員の皆様から、何かございますか。 

 

 スキー場のリフト券が値上がりしていますが、学校からの案内を見ますとリフ

ト券代は手頃な金額でした。町からの補助があるのですね。 

 

 スキー場のリフト券代は、毎年、値上がりをしております。町からの補助は当

初見込んでいた金額では足りなくなりますので、予算補正を行っているという状

況です。 
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西澤委員 

 

教育次長 

 

 

髙橋委員 

 

 

 

 

学務課主幹 

 

 

髙橋委員 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

西澤委員 

 

委員一同 

 

西澤委員 

 モイワスキー場ですか。 

 

 学校にもよりますが、モイワスキー場、アンヌプリスキー場、ルスツ高原スキ

ー場で実施しております。リフト券の２分の１を補助しております。 

 

 スキー場も経営がありますので、リフト券代は、年々、上昇していますが、町

で２分の１を負担し、保護者が２分の１の支払うとしても、その金額は年々増加

している訳です。スキー道具を揃えるのにもお金が掛かりますので、保護者の中

にはスキー授業を遠慮したいという方はいらっしゃらないのですか。 

 

 準要保護世帯として認定した世帯には、スキー用品に係る扶助費も支給されま

す。 

 

 国においても、困窮世帯には扶助があるということですが、扶助がされないボ

ーダーラインの世帯が一番辛いと思うのです。町の予算は限られておりますが、

できるだけ配慮をしていただきたいと思います。 

 

 髙橋委員のおっしゃるとおりです。リフト券の値上げについては急な話であり

ました。その分については予算補正をさせていただいたところです。スキー授業

につきましては今後も検討を続け、実施回数を確保していきたいと思います。準

要保護世帯のスキー道具につきましては、町からの扶助がありますが、それ以外

の世帯については、年２、３回のスキー授業となりますので、高いスキー道具を

揃えるのも大変だと思います。兄弟で使いまわしたり、友達間で使いまわせるよ

うな提案、声掛けが学校で行えないか話をしてみます。 

 

 他にありませんか。 

 

（※特になしの声） 

 

質疑がなければ、協議第５号について、終了します。 

以上をもちまして、附議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

これを持ちまして、令和５年第１２回蘭越町教育委員会会議を閉会いたしま

す。 

 

【 閉 会 】 

 

 

 

 


